
☆手続きはすべて障がい福祉課（中央保健福祉センター　すこやかプラザ　１Ｆ）で受け付けます。　
●手続きは代理の方で行うことができます。　

申請内容

身体障害者手帳を申請するとき

○
○
○
○
〇

身体障害者手帳交付申請書
身体障害者診断書・意見書等
写真（備考欄をご覧ください。）
印鑑
マイナンバーがわかるもの

新たに別の障がいが加わった、
または現在の障がいの程度が重
くなったとき

○
○
○
○
○
〇

身体障害者手帳交付申請書
身体障害者診断書・意見書等
写真（備考欄をご覧ください。）
身体障害者手帳
印鑑
マイナンバーがわかるもの

再認定を要するとき ○
○
○
○
○
〇

身体障害者手帳交付申請書
身体障害者診断書・意見書等
写真（備考欄をご覧ください。）
身体障害者手帳
印鑑
マイナンバーがわかるもの

○
○
○
○
〇

身体障害者手帳再交付申請書
写真（備考欄をご覧ください。）
身体障害者手帳（破損の場合のみ）
印鑑
マイナンバーがわかるもの

　代理の場合は以下のものも必要です。

○
○
〇

代理の方の印鑑
代理の方の身分を証明するもの
マイナンバーがわかるもの

市外から佐世保市内に住所が変
わったとき

○

○
○
〇

身体障害者手帳県外転入届
（または身体障害者手帳変更届）
身体障害者手帳
印鑑
マイナンバーがわかるもの

○

○

手帳の内容や等級によっては健康保
険証などが必要になることがありま
すので障がい福祉課にお尋ねくださ
い。
先に転入手続きを済ませてから、佐
世保市障がい福祉課で手続きをして
ください。(住民票は不要です。)

市内で住所または氏名等が変
わったとき

○

○
○

身体障害者手帳県外転入届
（または身体障害者手帳変更届）
身体障害者手帳
マイナンバーがわかるもの

○ 先に転居手続きを済ませてから、佐
世保市障がい福祉課で手続きをして
ください。(住民票は不要です。)

障害等級に該当しなくなったと
きや亡くなられたとき

○
○
○
〇

身体障害者手帳返還届
身体障害者手帳
印鑑
マイナンバーがわかるもの

○
○

○

住民票や死亡診断書は不要です。
亡くなられた場合、手当を受給され
ていた方は別の手続きが必要ですの
でお尋ねください。
福祉医療費受給者証や福祉パスをお
持ちの方は佐世保市障がい福祉課に
返還してください。

佐世保市外に転出したとき
○ 詳しくは転出先の市町村でお尋ねく

ださい。

○

○

福祉医療費受給者証や福祉パスをお
持ちの方は佐世保市障がい福祉課に
返還してください。
施設入所による転出の場合、届出が
不要の場合があります。

手帳を破損または紛失したとき
（再交付）

○ たて４cm、よこ３cmの本人の顔写真
が１枚必要です。（原則として申請
時から１年以内に撮った未使用のも
の）

身体障害者手帳の交付等について

　身体障害者手帳は、視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由又は内部（心
臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓）な
どに一定程度の永続する障がいのある方に対して、身体障害者福祉法の規定に基づき、その障が
いの程度に応じて１～６級までの等級により交付されるものです。（等級表についてはP94～P95
をご覧ください。）

申請に必要なもの 備　　　考

申請書、診断書・意見書等の様式は
障がい福祉課にあります。
診断書、意見書は指定医師による記
入が必要です。指定医師については
障がい福祉課にお尋ねください。
たて４cm、よこ３cmの本人の顔写真
が１枚必要です。（原則として申請
時から１年以内に撮った未使用のも
の）

○

○

○

手帳の障害名に再認定期限
が入っている方。障がい福
祉課から再認定期限の３か
月前に対象者へ通知します。
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☆手続きはすべて障がい福祉課（中央保健福祉センター　すこやかプラザ　１Ｆ）で受け付けます。　
●手続きは代理の方で行うことができます。　

申請内容

療育手帳を申請するとき

○
○
○
○
○

療育手帳交付申請書
療育手帳交付・再判定申請時調査票
写真（備考欄をご覧ください。）
印鑑
マイナンバーがわかるもの

○
○

申請書は障がい福祉課にあります。
たて４cm、よこ３cmの本人の顔写真が
１枚必要です。（原則として申請時か
ら１年以内に撮った未使用のもの）

障がいの程度が変化したと
き、又は次の判定時期が来
たとき

○
○
○
○
○

療育手帳再判定申請書
療育手帳交付･再判定申請時調査票
療育手帳
印鑑
マイナンバーがわかるもの

○ 再判定時期の３か月前から申請ができ
ます。

○
○
○
○
○

療育手帳再交付申請書
写真（備考欄をご覧ください。）
印鑑
療育手帳（汚損の場合のみ）
マイナンバーがわかるもの

　　代理の場合は以下のものも必要です。
○
○

代理の方の印鑑
代理の方の身分を証明するもの

県外から佐世保市内に住所
が変わったとき

○
○
○
○
○
○
〇

療育手帳交付申請書
療育手帳交付・再判定申請時調査票
写真（備考欄をご覧ください。）
印鑑
療育手帳
申立書
マイナンバーがわかるもの

○

○

たて４cm、よこ３cmの本人の顔写真が
１枚必要です。（原則として申請時か
ら１年以内に撮った未使用のもの）
先に転入手続きを済ませてから、佐世
保市障がい福祉課で手続きをしてくだ
さい。(住民票は不要です。)

県内から佐世保市内に住所
が変わったとき

○
○
○
○

療育手帳記載事項変更届
療育手帳
印鑑
マイナンバーがわかるもの

○

○

手帳の内容や等級によっては健康保険
証などが必要になることがありますの
で障がい福祉課にお尋ねください。
先に転入手続きを済ませてから、佐世
保市障がい福祉課で手続きをしてくだ
さい。(住民票は不要です。)

市内で住所または氏名が変
わったとき

○
○
○
○

療育手帳記載事項変更届
療育手帳
印鑑
マイナンバーがわかるもの

○ 先に転居手続きを済ませてから、佐世
保市障がい福祉課で手続きをしてくだ
さい。(住民票は不要です。)

障がい程度に該当しなく
なったときや、亡くなられ
たとき

○
○
○
○

療育手帳返還届
療育手帳
印鑑
マイナンバーがわかるもの

○

○

福祉医療費受給者証や福祉パスをお持
ちの方は佐世保市障がい福祉課に返還
してください。
亡くなられた場合、手当を受給されて
いた方は別の手続きが必要ですのでお
尋ねください。

県外に転出するとき

○
○
○
○

療育手帳返還届
療育手帳
印鑑
マイナンバーがわかるもの

○

○

福祉医療費受給者証や福祉パスをお持
ちの方は佐世保市障がい福祉課に返還
してください。
転出先の市町村で改めて手続きが必要
です。

県内の市外に転出するとき
○ 詳しくは転出先の市町村でお尋ねく

ださい。

○ 福祉医療費受給者証や福祉パスをお持
ちの方は佐世保市障がい福祉課に返還
してください。

療育手帳の交付等について

　療育手帳は、知的障がい児者に対して一貫した指導、相談、各種のサービスを受けやすくするため
に、長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センターの判定に基づき県知事が交付します。
　障がいの程度によりA1、A2、B1、B2の4段階に分けられています。
　知的障がいの程度判定は、知的能力や介護度及び重複障害の程度等を総合的に判断して、長崎県佐
世保こども・女性・障害者支援センターが行います。

申請に必要なもの 備　　　考

手帳を破損または紛失した
とき（再交付）

○ たて４cm、よこ３cmの本人の顔写真が
１枚必要です。（原則として申請時か
ら１年以内に撮った未使用のもの）
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☆手続きはすべて障がい福祉課（中央保健福祉センター　すこやかプラザ　１Ｆ）で受け付けます。　
●手続きは代理の方で行うことができます。　
　手続きに必要な申請書等の書類は、障がい福祉課や医療機関にあります。

申請内容

手帳を申請するとき

○
○

○
○
〇

障害者手帳申請書
診断書（精神障害者保健福祉手帳用）
または障害年金証書・
年金振込通知書（ハガキ）、同意書
写真（備考欄をご覧ください。）
印鑑
マイナンバーがわかるもの

○

○

自立支援医療（精神通院）を同時に申
請することができます（P35）。
詳しくはお尋ねください。

たて４cm、よこ３cmの本人の顔写真が
１枚必要です。（原則として申請時か
ら１年以内に撮った未使用のもの）

手帳の有効期限を更新する
とき

○
○

○
○
〇

障害者手帳申請書
診断書（精神障害者保健福祉手帳用）
または障害年金証書・
年金振込通知書（ハガキ）、同意書
障害者手帳
印鑑
マイナンバーがわかるもの

○

○

手帳の有効期限は２年です。更新には
再認定が必要です。（更新の案内はあ
りません）有効期限の３カ月前から手
続きができます。
受理後、交付まで約２か月かかりま
す。

手帳を破損または紛失した
とき（再発行）

○

○
○
○

障害者手帳記載事項変更届・再発行申
請書
写真（備考欄をご覧ください。）
印鑑
マイナンバーがわかるもの

県外から佐世保市内に住所
が変わったとき

○

○
○
○
○

障害者手帳申請書・障害者手帳記載事
項変更届・再発行申請書
障害者手帳
印鑑
写真(備考欄をご覧ください。)
マイナンバーがわかるもの

県内から佐世保市内に住所
が変わったとき

○

○
○
○

障害者手帳記載事項変更届・再発行申
請書
障害者手帳
印鑑
マイナンバーがわかるもの

〇 先に転入手続きを済ませてから、佐世
保市障がい福祉課で手続きをしてくだ
さい。(住民票は不要です。)

市内で住所または氏名が変
わったとき

○

○
○
○

障害者手帳記載事項変更届・再発行申
請書
障害者手帳
印鑑
マイナンバーがわかるもの

○ 先に転居手続きを済ませてから、佐世
保市障がい福祉課で手続きをしてくだ
さい。(住民票は不要です。)

障害等級に該当しなくなっ
たときや亡くなられたとき

○
○
○
○

障害者手帳返還届
障害者手帳
印鑑
マイナンバーがわかるもの

○ 福祉医療費受給者証や福祉パスをお持
ちの方は佐世保市障がい福祉課に返還
してください。

県外または市外に転出する
とき

○ 詳しくは転出先の市町村でお尋ねくだ
さい。

○ 福祉医療費受給者証や福祉パスの交付
者をお持ちの方は佐世保市障がい福祉
課に返還してください。

精神障害者保健福祉手帳（障害者手帳）の交付等について

　精神障害者保健福祉手帳（障害者手帳）とは、精神障がいのために長期にわたり日常生活又は社
会生活に制限を受ける方に対し、県知事が交付します。
　手帳を持つことにより、各種の支援が受けやすくなることを目的としており、障がいの程度によ
り１～３級に分けられています。（等級表については、P96～P97をご覧ください。）

申請に必要なもの 備　　　考

たて４cm、よこ３cmの本人の顔写真が
１枚必要です。（原則として申請時か
ら１年以内に撮った未使用のもの）

受理後、再交付まで約３週間かかりま
す。

○

○
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